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令和５年１月２６日 

無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の 

安全な飛行のためのガイドライン 

国土交通省 航空局 

 

 近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機

が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。新たな産業創出

の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。 

 一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損

なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならない

ことはもちろんです。 

 このため、航空法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 67 号）及び航空法及

び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律（令和元年法律第 38 号）により、無

人航空機の飛行に関するルールが定められました。無人航空機の利用者の皆様は、同

法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心

がけてください。 

 

１．航空法における無人航空機とは  

 （１）無人航空機とは 

⚫ 「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船

その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののう

ち、遠隔操作又は自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことを

いう。）により飛行させることができるもの（その重量その他の事由を勘案

してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件

の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを

除く。）。」と定義されており、いわゆるドローン（マルチコプター）、ラジ

コン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。 

（例） 

       

        

  

　　ドローン（マルチコプター）　　　　　　　　　　　　　　　ラジコン機　　　　　　　　　　　　　農薬散布用ヘリコプター


